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　新幼稚園教育要領では「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」のひとつとして文字への関心・感覚を
育むことが明記され、小学校で行われる国語科書写への円滑な学習が促されている。また一方で、新教育
要領の改善事項のひとつに「我が国や地域社会における様々な文化や伝統に親しむ」という内容がある。
文字は日本の文化や伝統に大きく関わるものであり、文字に関する学習は高等学校では芸術科書道として
行われ、書の表現や鑑賞とともに書文化や伝統の理解について学習が行われている。日本の文化や伝統を
担う書への理解と尊重する態度がより深まるようになるためには、書の感性が幼児期から培われるような
文字環境を積極的に考慮していくことが重要である。毛筆による手書き文字に触れることができる文字環
境は、生涯にわたる書への感性を開く入り口となるとともに、「水書用筆」での指導が導入された小学校
での文字指導へのより円滑な移行をも期待できる。
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Ⅰ　はじめに

　平成 29 年３月に公示された新幼稚園教育要領の
第１章の第２の３には、「『幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿』は，第２章に示すねらい及び内
容に基づく活動全体を通して資質・能力が育まれ
ている幼児の幼稚園修了時の具体的な姿であり，
教師が指導を行う際に考慮するものである。」とし
て、10 項目が挙げられている。１）本稿ではそのう
ちの
　（８）数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
　　　 遊びや生活の中で，数量や図形，標識や文

字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文
字の役割に気付いたりし、自らの必要感に
基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚
をもつようになる。

に含まれる文字に関わる内容について考察したい。

　このたびの幼稚園教育要領や小学校及び中学校
の学習指導要領の改訂で、幼稚園と小学校、小学
校と中学校といった学校段階間の円滑な接続が図
られていることは、２）幼稚園から高等教育までの一
貫した学びが実現できるということであり、幼児
教育が高等教育にまで連なる教育であることが明
確化されたとも言えよう。小１プロブレムのよう
に学校段階間での教育格差による問題がある現況で
の教育要領・学習指導要領の改訂の意義は大きい。
本稿もそういった一貫した学びという視点から、幼
児教育における文字環境について考察をする。
　なお、このたびの改正で幼稚園における主な改
善事項は３点あるが、３）５歳児修了時までに育って
ほしい具体的な姿を「幼児期の終わりまでに育っ
てほしい姿」として明確にしたことは、その３点
のうちのひとつであり、また、本稿の中心内容で
ある文字に関わる内容については、もう一つの改
善事項である「幼稚園において，我が国や地域社
会における様々な文化や伝統に親しむことなど，＊　四條畷学園短期大学　保育学科
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教育内容の充実を図ったこと」にも関連するもの
である。

Ⅱ　文字の捉え方

　新幼稚園教育要領では「数量や図形、標識や文
字などへの関心・感覚」を育みたい資質や能力の
ひとつに挙げられているが、ここに記されている
文字は標識と併記され、記号としての側面から捉
えられていることがわかる。同様の表現は、第 2
章の「環境」の２「内容」の (10) においても「日
常生活の中で簡単な標識や文字などに関心をも
つ。」と記され、同様のことが言える。
　このような捉え方は、文字についての内容が初
めて触れられた昭和 39 年の幼稚園教育要領の文言
からも窺え、文字を記号として捉えた内容である
と理解できる。即ち、第２章の言語の３「日常生
活に必要なことばが正しく使えるようになる。」に
ついての留意点のウに「３に関する事項の指導に
あたっては、（中略）さらに日常生活に必要な簡単
な標識や記号などに慣れさせ、文字への興味や関
心をも育てるようにすること。」とあり、「標識や
記号」から「文字」へと移行するものとして捉え
られている。標識や記号と同じく何かを示したり
表したりするためのものとしての文字であり、形
式的な役割を担うものとして認識されることが期
待されていると言えよう。
　これは、文字が記録や伝達のための実用の道具
として存在していることを考えれば至極当然のこ
とであって、幼児にとっても、これからの生活や
まもなく始まる小学校での学習に文字は必要不可
欠であり、その修得は日常生活や社会生活を送る
うえでの必須事項である。
　こういった捉え方で身に付ける技能の習得は、
小学校から国語科書写としての位置付けで本格的
に行われる。平成 29 年６月に公示された小学校学
習指導要領解説国語編第３の２の（１）の ( ア ) に
は「文字を正しく整えて書くことができるように
するとともに，書写の能力を学習や生活に役立て
る態度を育てるよう配慮すること」とあり、学習
や日常生活に役立てることをねらいとして行われ
ていることがわかる。
　平成 29 年３月告示の新小学校学習指導要領から書
写に関する部分を抜粋すると以下のとおりである。

　第２ 各学年の目標及び内容
　　〔第１学年及び第２学年〕
　　２ 内容
　　〔知識及び技能〕
　　　(3) 我が国の言語文化に関する次の事項を身

に付けることができるよう指導する。
　　　ウ 書写に関する次の事項を理解し使うこと。
　　　　( ｱ ) 姿勢や筆記具の持ち方を正しくして書

くこと。
　　　　( ｲ ) 点画の書き方や文字の形に注意しなが

ら，筆順に従って丁寧に書くこと。
　　　　( ｳ ) 点画相互の接し方や交わり方，長短や

方向などに注意して，文字を正しく書
くこと。

　　〔第３学年及び第４学年〕
　　２ 内容
　　〔知識及び技能〕
　　　(3) 我が国の言語文化に関する次の事項を身

に付けることができるよう指導する。
　　　エ 書写に関する次の事項を理解し使うこと。
　　　　( ｱ ) 文字の組立て方を理解し，形を整えて

書くこと。
　　　　( ｲ ) 漢字や仮名の大きさ，配列に注意して

書くこと。
　　　　( ｳ ) 毛筆を使用して点画の書き方への理解

を深め，筆圧などに注意して書くこと。
　　〔第５学年及び第６学年〕
　　２ 内容
　　〔知識及び技能〕
　　　(3) 我が国の言語文化に関する次の事項を身

に付けることができるよう指導する。
　　　エ 書写に関する次の事項を理解し使うこと。
　　　　( ｱ ) 用紙全体との関係に注意して，文字の

大きさや配列などを決めるとともに，
書く速さを意識して書くこと。

　　　　( ｲ ) 毛筆を使用して，穂先の動きと点画の
つながりを意識して書くこと。

　　　　( ｳ ) 目的に応じて使用する筆記具を選び，
その特徴を生かして書くこと。

正しく整えて書くということが中心となった指導
であることがわかる。
　ところで、文字に関する記述が初めて現れた昭
和 39 年の幼稚園教育要領からこの度の幼稚園教育
要領の改訂までの変遷を見ると、昭和 39 年 3 月告
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示で留意事項に触れられたのをはじめとして、平
成元年３月には定められた５領域（健康，人間関
係，環境，言葉，表現）のなかの言葉（第２章の
言葉の２「内容」の（10））に「日常生活に必要な
簡単な標識や文字などに関心をもつ。」と記される。
そして、平成 10 年 12 月には５領域の環境（第２
章の環境の１「ねらい」の（３））にも「身近な事
象を見たり、考えたり、扱ったりする中で、物の
性質や数量、文字などに対する感覚を豊かにする。」
との記載が見られ、２の「内容」の（９）には「日
常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。」、３
の「内容の取扱い」の（４）には「数量や文字な
どに関しては、日常生活の中で幼児自身の必要感
に基づく体験を大切にし、数量や文字などに関す
る興味や関心、感覚が養われるようにすること。」
とある。もちろん５領域の言葉にも、２の「内容」
の（10）で「日常生活の中で、文字などで伝える
楽しさを味わう。」とあり、３の「内容の取扱い」
の（３）には「幼児が日常生活の中で、文字など
を使いながら思ったことや考えたことを伝える喜
びや楽しさを味わい、文字に対する興味や関心を
もつようにすること。」とある。平成 20 年の幼稚
園教育要領の文字に関わる内容に変化はなく、こ
の度の改訂で「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」の（８）に文字に関する能力が記された。
幼児期における文字の扱いが少しずつ濃いものと
なっていることがわかる。
　平成 20 年と今回の幼稚園教育要領の環境と言葉
の領域での文字に関わる記載内容に変化はないが、
幼児への文字教育への扱いがゆるやかながらも高
くなるという大きな流れがあるからこそ、「文字を
使う」即ち、文字を書くことや文字がわかること
といった面のみに教育的配慮が置かれている現況
を改めてここで振り返っておく必要があるのでは
なかろうか。加えて、幼稚園教育要領では環境と
しての文字教育も考慮されるべきものとして位置
付けられており、その環境としての文字と、今回
の教育要領の改善事項のひとつである「幼稚園に
おいて，我が国や地域社会における様々な文化や
伝統に親しむことなど，教育内容の充実を図った」
こととを合わせて考えてみるとき、実用に即した
面のみを念頭においた文字教育をするのみで果た
してよいのであろうか、という疑問もおこる。

Ⅲ　書写と書の美と日本の文化や伝統

　書道には日本の文化や伝統がある。書とは文字
を美的に表現したものである。４）現在、毛筆が日常
生活で使われる機会は非常に少ないが、それでも
行事や格式を重んじる時や場などでは使われるこ
とが多い。また、書道が現今まで発展してきたのは、
先人たちが、書かれた文字に美を見いだしてきた
からにほかならない。名筆といわれる古典には実
用書であってもそこには必ず美が潜んでいる。人
の手を介して作られる文字は、実用を伴いながら
も美を求めて発展してきたものである。そのため、
書道は高等学校の学習指導要領では芸術科目のな
かに位置付けられている。小学校と中学校では国
語科の書写として、文字を整えて書くことを中心
に学習を進めてきた子どもたちが、高等学校で学
ぶ芸術としての書道にどれほど円滑に移行できて
いるか、或いは、書道に対する理解をどれほど深
められているかは現在もなお問題が残されている
ところである。
　特に、書作品に表れた美や精神、或いは心情と
いった深い世界を感受し理解することは、小学校・
中学校を通して長い間学んできた書写学習の内容
から大きく進展していかなければならない世界で
ある。筆で書かれた美しい文字を目にすることが
少ない現代において、学習内容を進展させながら
移行させることは容易なことではない。国語科か
ら芸術科へ移行する接続となる高等学校学習指導
要領の書道Ⅰの目標に、書道Ⅱ・書道Ⅲでは含ま
れない「書写能力の向上を図り」という内容が記
されているのは、そういった点を鑑みてのことで
あろう。
　現行の高等学校学習指導要領書道Ⅰ・書道Ⅱ・書
道Ⅲの目標の全文を挙げると以下の通りである。５）

　・書道Ⅰの１目標
　　　 書道の幅広い活動を通して，生涯にわたり

書を愛好する心情を育てるとともに，感性
を高め，書写能力の向上を図り，表現と鑑
賞の基礎的な能力を伸ばし，書の伝統と文
化についての理解を深める。（第２章の第７
節の第 10 の１「目標」）

　・書道Ⅱの１目標
　　　 書道の創造的な諸活動を通して，生涯にわ

たり書を愛好する心情を育てるとともに，
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感性を高め，個性豊かな表現と鑑賞の能力
を伸ばし，書の伝統と文化についての理解
を深める。（第２章の第７節の第 11 の１「目
標」）

　・書道Ⅲの１目標
　　　 書道の創造的な諸活動を通して，生涯にわ

たり書を愛好する心情と書の伝統と文化を
尊重する態度を育てるとともに，感性を磨
き，個性豊かな書の能力を高める。（第２章
の第７節の第 12 の１「目標」）

　書道Ⅰ・書道Ⅱ・書道Ⅲの目標に共通する内容は、
　　①　 書道の活動（Ⅰでは「幅広い活動」、Ⅱ・

Ⅲでは「創造的な活動」とある。）を通して，
生涯にわたり書を愛好する心情を育てる
こと。

　　②　 感性を高めること。（Ⅲでは「磨く」とあ
る。）

　　③　 表現と鑑賞の能力を伸ばし高めること。
（Ⅰでは「基礎的な能力」、Ⅱでは「個性
豊かな表現」、Ⅲでは「個性豊かな書の能
力」とある。）

　　④　 書の伝統と文化についての理解を深める
こと。（Ⅲでは「尊重する」とある。）

となる。ただし、書道Ⅲにおいては、③の内容は
④の内容の後に記されている。
　書道Ⅰのみにある書写能力の向上が、①～④の目
標内容にもつながるという認識のもとでの学習指導
要領である。高等学校学習指導要領解説芸術（音楽・
美術・工芸・書道）編 / 音楽編 / 美術編に記載され
る書道Ⅰには以下のような解説がみられる。
　　 「生涯にわたり書を愛好する心情を育てる」を

最初に示しているのは，芸術科の目標に対応
するもので，「書道Ⅱ」及び「書道Ⅲ」も同様
である。ここでいう「書」とは，いわゆる芸
術的な作品ばかりでなく，実用的な側面も含
んでいる。書を愛好する心情は，身近な手書
き文字や名筆への関心をもち，優れた書に興
味を抱き，自ら進んで楽しみながらよりよい
表現をしようとする態度の中から芽生えるも
のである。したがって，小・中学校で身に付
けた書写能力を基礎としながら，文字を素材
とする自己表現への展開を図ることができる
よう指導することが大切である。また，その
ことが書写能力を向上させるとともに，古典

への興味や関心を高めていくことにもつなが
るのである。

　　 「感性」とは，外界の様々な刺激や印象に対し
て鋭敏に反応する心の働きであり，価値や心
情を感じ取る力であり，芸術を創造する根源
をなすものである。ここでは，書の特質に根
ざした東洋的・日本的な感性を意味している。
書に対する感性を高めるためには，まず書を
楽しむ態度を通して，文字の形や線質に対す
る感性を育てることから始めることになる。

　長い引用となったが、文字、書、書写、書道といっ
た言葉についての概観がつかめよう。その上で、「書
を愛好する心情は、身近な手書き文字や名筆に関
心をも」つことから芽生えると記されていること
に注目したい。
　これは、国語科書写から芸術科書道へのつなが
りを持たせていることのひとつの現れであり、実
用としての文字の世界から文字表現に表れた美へ
の視点を開かせる内容となっている。手書き文字
に時として美が含まれることは、歴史上の名筆が
証明するところである。しかし、現代において美
を伴った手書き文字はどれほど存在するであろう
か。パソコンでの文書作成が普通となり、直筆で
書かれる手紙やはがきも非常に少なくなっている。
目に触れる文字は、規格された印刷文字かデザイ
ンされた文字が多い。こういった社会状況のなか
で書の美の鑑賞能力を高めていくことは簡単なこ
とではない。とはいえ、古典の名筆を鑑賞するこ
とが可能な年齢に達している高校生ならば、学習
内容が少々高くとも名筆を鑑賞し、小学校と中学
校で培った書写技能を鑑賞能力へと発展させてい
くことは可能であろう。６）つまり、先に 3 学年分の
目標をまとめた４項目のうちの②と③は達成する
ことができると言えようが、①と④はどうであろ
うか。書道Ⅰから書道Ⅱ・Ⅲへと学習を進める中
で修得していく内容でもあろうが、①の「生涯に
わたり」という文言と④の「書の伝統と文化につ
いての理解を深める」という内容は、前学習指導
要領からの改善箇所 3 点あるうちの 2 点である。７）

「生涯学習社会の一層の進展に対応」し、「芸術文
化についての理解を深め」るために書道Ⅰの目標
に明記されたものである。現代社会が置かれてい
る環境を考えるとき、その目標達成には厳しい現
状があろう。
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感性を高め，個性豊かな表現と鑑賞の能力
を伸ばし，書の伝統と文化についての理解
を深める。（第２章の第７節の第 11 の１「目
標」）

　・書道Ⅲの１目標
　　　 書道の創造的な諸活動を通して，生涯にわ

たり書を愛好する心情と書の伝統と文化を
尊重する態度を育てるとともに，感性を磨
き，個性豊かな書の能力を高める。（第２章
の第７節の第 12 の１「目標」）

　書道Ⅰ・書道Ⅱ・書道Ⅲの目標に共通する内容は、
　　①　 書道の活動（Ⅰでは「幅広い活動」、Ⅱ・

Ⅲでは「創造的な活動」とある。）を通して，
生涯にわたり書を愛好する心情を育てる
こと。

　　②　 感性を高めること。（Ⅲでは「磨く」とあ
る。）

　　③　 表現と鑑賞の能力を伸ばし高めること。
（Ⅰでは「基礎的な能力」、Ⅱでは「個性
豊かな表現」、Ⅲでは「個性豊かな書の能
力」とある。）

　　④　 書の伝統と文化についての理解を深める
こと。（Ⅲでは「尊重する」とある。）

となる。ただし、書道Ⅲにおいては、③の内容は
④の内容の後に記されている。
　書道Ⅰのみにある書写能力の向上が、①～④の目
標内容にもつながるという認識のもとでの学習指導
要領である。高等学校学習指導要領解説芸術（音楽・
美術・工芸・書道）編 / 音楽編 / 美術編に記載され
る書道Ⅰには以下のような解説がみられる。
　　 「生涯にわたり書を愛好する心情を育てる」を

最初に示しているのは，芸術科の目標に対応
するもので，「書道Ⅱ」及び「書道Ⅲ」も同様
である。ここでいう「書」とは，いわゆる芸
術的な作品ばかりでなく，実用的な側面も含
んでいる。書を愛好する心情は，身近な手書
き文字や名筆への関心をもち，優れた書に興
味を抱き，自ら進んで楽しみながらよりよい
表現をしようとする態度の中から芽生えるも
のである。したがって，小・中学校で身に付
けた書写能力を基礎としながら，文字を素材
とする自己表現への展開を図ることができる
よう指導することが大切である。また，その
ことが書写能力を向上させるとともに，古典

への興味や関心を高めていくことにもつなが
るのである。

　　 「感性」とは，外界の様々な刺激や印象に対し
て鋭敏に反応する心の働きであり，価値や心
情を感じ取る力であり，芸術を創造する根源
をなすものである。ここでは，書の特質に根
ざした東洋的・日本的な感性を意味している。
書に対する感性を高めるためには，まず書を
楽しむ態度を通して，文字の形や線質に対す
る感性を育てることから始めることになる。

　長い引用となったが、文字、書、書写、書道といっ
た言葉についての概観がつかめよう。その上で、「書
を愛好する心情は、身近な手書き文字や名筆に関
心をも」つことから芽生えると記されていること
に注目したい。
　これは、国語科書写から芸術科書道へのつなが
りを持たせていることのひとつの現れであり、実
用としての文字の世界から文字表現に表れた美へ
の視点を開かせる内容となっている。手書き文字
に時として美が含まれることは、歴史上の名筆が
証明するところである。しかし、現代において美
を伴った手書き文字はどれほど存在するであろう
か。パソコンでの文書作成が普通となり、直筆で
書かれる手紙やはがきも非常に少なくなっている。
目に触れる文字は、規格された印刷文字かデザイ
ンされた文字が多い。こういった社会状況のなか
で書の美の鑑賞能力を高めていくことは簡単なこ
とではない。とはいえ、古典の名筆を鑑賞するこ
とが可能な年齢に達している高校生ならば、学習
内容が少々高くとも名筆を鑑賞し、小学校と中学
校で培った書写技能を鑑賞能力へと発展させてい
くことは可能であろう。６）つまり、先に 3 学年分の
目標をまとめた４項目のうちの②と③は達成する
ことができると言えようが、①と④はどうであろ
うか。書道Ⅰから書道Ⅱ・Ⅲへと学習を進める中
で修得していく内容でもあろうが、①の「生涯に
わたり」という文言と④の「書の伝統と文化につ
いての理解を深める」という内容は、前学習指導
要領からの改善箇所 3 点あるうちの 2 点である。７）

「生涯学習社会の一層の進展に対応」し、「芸術文
化についての理解を深め」るために書道Ⅰの目標
に明記されたものである。現代社会が置かれてい
る環境を考えるとき、その目標達成には厳しい現
状があろう。
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Ⅳ　幼児期の文字環境

　この現況を打破するための要となるのは、筆者
は幼児期からの書に対する感性の育成ではないか
と考える。先に引用した高等学校学習指導要領解
説に「『感性』とは，外界の様々な刺激や印象に対
して鋭敏に反応する心の働きであり，価値や心情
を感じ取る力であり，芸術を創造する根源をなす
ものである。」と記されているとおり、心の働き、
感じ取る力が感性である。文字に対して、記号と
しての実用を超えた美や心情を早い段階から感じ
取ることができれば、書への愛好心が生涯にわた
り持ち続けられる可能性が高くなるであろうし、
書への関心が高まれば、書の伝統と文化について
の理解も深めていくことができるだろう。
　そのためには、幼児教育の環境に美や心情を伴っ
た手書き文字を意識的に整える必要がある。そし
て、これはこのたびの新幼稚園教育要領の改善事
項のひとつである「幼稚園において，我が国や地
域社会における様々な文化や伝統に親しむことな
ど，教育内容の充実を図る」という点にも合致す
るものである。
　巣立早希・和田圭壮は幼稚園における文字環境・
文字指導についての実態観察を行い、文字環境自
体が乏しいことと、手書き文字が非常に少ないこ
とを指摘する。８）しかも、文字として示されている
のは、ポップ体などの丸文字であるという。そし
て、「園の環境を “かわいらしく”，子どもたちに親
しみやすいようにという配慮であることがうかが
えるが，そのような安易な大人の感覚で文字感覚
に乏しい環境を構成することだけでは，環境を通
して行うべき幼児教育としては不十分であると考
える。」と述べる。９）確かにそのとおりである。
　しかし、本稿が幼児期の文字環境を整える意義
は、読み書きとしての実用手段の獲得のみに留ま
らず、将来にわたって書の美への感性を高め、書
の文化と伝統に対する深い理解へと繋げ、それら
を尊重する健全な心の育成をより円滑に図ること
を含んでいる。幼児期の段階から書の美や書の文
化と伝統に対する小さな入り口を含んだ文字環境
を整えるという配慮が必要であり、重要となろう。

Ⅴ　おわりに

　幼児期は特に環境を通して触れるものが重要で
ある。文字の読み書きに対する関心は小学校以降
の学習には必要不可欠である。しかし、文字環境
を整えるとき、生涯にわたる影響をも積極的に考
慮し、筆で書かれた美しい文字に触れることがで
きるようにすることは、幼児の感性を育成し、書
の伝統文化への関心と理解へとつながっていく可
能性を持たせることができる。そして、このこと
は幼児期から高等教育までの一貫した教育に向け
た大きな教育的配慮となるであろう。
　なお、このたびの新小学校学習指導要領解説国
語編には、小学校 1・2 学年の書写指導に「水書用筆」
という教材が示されている。低学年から「水書用筆」
での指導が行われるならば、その前段階である幼
児期において毛筆の手書き文字に触れる環境を整
えておくことは、小学校での書写学習への円滑な
移行が促され、幼児の未来にとって弊害になる要
素は全くなく、むしろ望ましいといえよう。
　以下、当該箇所（新小学校学習指導要領解説国
語編第 4 章の２「内容の取扱いについての配慮事項」
の「〔知識及び技能〕に示す事項の取扱い」の２の
１( カ )「書写の指導については，第２の内容に定
めるほか，次のとおり取り扱うこと。」として記さ
れている内容）を挙げておく。
　　 ( ｴ ) 第１学年及び第２学年の (3) のウの ( ｲ ) の

指導については，適切に運筆する能力の向上
につながるよう，指導を工夫すること。

その解説に、
　　 ( ｴ ) は，第１学年及び第２学年の〔知識及び技

能〕の (3) ウ ( ｲ ) における「点画の書き方や文
字の形に注意しながら」書くことの指導につ
いて，適切に運筆する能力の向上につながる
よう，指導を工夫することを示している。水
書用筆等を使用した運筆指導を取り入れるな
ど，早い段階から硬筆書写の能力を高めるた
めの関連的な指導を工夫することが望ましい。
水書用筆は，扱いが簡便で弾力性に富み，時
間の経過とともに筆跡が消えるという特性を
もっている。その特性を生かして，「点画」の
始筆から，送筆，終筆（とめ，はね，はらい）
までの一連の動作を繰り返し練習することは，
学習活動や日常生活において，硬筆で適切に
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運筆する習慣の定着につながる。また，水書
用筆等を使用する指導は，第３学年から始ま
る毛筆を使用する書写の指導への移行を円滑
にすることにもつながる。

とある。
　最後に、小学校学習指導要領解説総則編第 1 章
の１（１）「改訂の経緯」に「人工知能がどれだけ
進化し思考できるようになったとしても，その思
考の目的を与えたり，目的のよさ・正しさ・美し
さを判断したりできるのは人間の最も大きな強み
であるということの再認識につながっている。」と
いう記述があるが、美の判断は美を感受できなけ
ればなされ得ない。美には様々な様相があると同
時に、崇高で深淵なる世界がある。それを感受で
きる目を養っていくことが肝要である。

（注）
１） 10 項目とは、「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道

徳性・規範意識の芽生え」「社会生活との関わり」「思
考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量
や図形、標識や文字などへの関心・感覚」「言葉によ
る伝え合い」「豊かな感性と表現」である。なお、保
育所保育指針（平成 29 年 3 月告示）では第 1 章の４
の（２）に「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
として同内容がア～コに挙げられ、幼保連携型認定
こども園教育・保育要領（平成 29 年 3 月告示）では、
第 1 章第１の３の（３）のア～コに挙げられている。
本稿では、以下、平成 29 年 3 月告示の保育所保育指
針と幼保連携型認定こども園教育・保育要領の同文
記述は省略する。

２） 小学校学習指導要領の第１章第２の４の（１）に、「低
学年における教育全体において」「幼児期の教育及び
中学年以降の教育との円滑な接続が図られるよう工
夫すること」と記される。この内容について、小学
校学習指導要領解説総則編に「本項は，幼稚園教育
要領や認定こども園教育・保育要領，保育所保育指
針（以下「幼稚園教育要領等」という。）に基づく幼
児期の教育と小学校教育の円滑な接続の重要性を示
している。」とある。

３） 新幼稚園教育要領の主な改善事項については「学校
教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに
幼稚園教育要領の全部を改正する告示，小学校学習
指導要領の全部を改正する告示及び中学校学習指導
要領の全部を改正する告示等の公示について（通知）」
の「１．改正の概要」の（４）幼稚園における主な
改善事項」に記される。

４） 藤原鶴来（1972）：和漢書道史．二玄社．「緒論」（初

版は 1927 年、1972 年に新版発行。）
５） まもなく（平成 30 年）新高等学校学習指導要領が告

示されるが、現段階では現行の高等学校学習指導要
領解説芸術（音楽・美術・工芸・書道）編 / 音楽編
/ 美術編解説（平成 21 年 7 月）から引用する。

６） 現行の高等学校学習指導要領解説芸術（音楽・美術・
工芸・書道）編 / 音楽編 / 美術編解説（平成 21 年 7 月）
の第２章第７節第 10 節の２「目標」の解説に「書写は，
正しく整えて書くことが美の一つの基本的な在り方
であるのに対して，書道は，それを基盤にしながら
も更に芸術としての多彩な美へと発展していくもの
である。」とあり、また「書写は，正しく整えて書く
ことが美の一つの基本的な在り方であるのに対して，
書道は，それを基盤にしながらも更に芸術としての
多彩な美へと発展していくものである。」との記述が
ある。さらに、「内にあるものを外に表し，外にある
ものを内に収めるという意味で，表現と鑑賞とは車
の両輪のような関係にあり，離すことのできないも
のであるとともに，それぞれの能力は相乗的に高め
られていくものである。」との記述がある。

７） 現行の高等学校学習指導要領解説芸術（音楽・美術・
工芸・書道）編 / 音楽編 / 美術編解説（平成 21 年 7
月）の第２章第７節第 10 節の２「目標」の解説に目
標は，次の三点について改善を図っている。一点目は，

「書を愛好する心」に新しくを加えた点である。「生
涯にわたり」は，従前は「書道Ⅲ」の目標にのみ示
していたが，生涯学習社会の一層の進展に対応　し
て，生涯にわたって書への永続的な愛好心をはぐく
んでいくことを重視し，「書道Ⅰ」の目標にも明記し
た。二点目は，「書の伝統と文化についての理解を深
める」ことを新たに加えた点である。従前は「書道Ⅱ」
の目標に示していたが，芸術科の目標に「芸術文化
についての理解を深め」ることを加えたことを受け，

「書道Ⅰ」の目標にも明記した。とある。
８） 巣立早希・和田圭壮（2014）：幼児期における文字指

導に関する一考察～園における実態調査に基づいて
～　福岡教育大学紀 , 第 63 号 , 第５分冊 ,85 － 86

９）注８）に同じ。

－ 2017.10.5 受稿、2017.10.6 受理－
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運筆する習慣の定着につながる。また，水書
用筆等を使用する指導は，第３学年から始ま
る毛筆を使用する書写の指導への移行を円滑
にすることにもつながる。

とある。
　最後に、小学校学習指導要領解説総則編第 1 章
の１（１）「改訂の経緯」に「人工知能がどれだけ
進化し思考できるようになったとしても，その思
考の目的を与えたり，目的のよさ・正しさ・美し
さを判断したりできるのは人間の最も大きな強み
であるということの再認識につながっている。」と
いう記述があるが、美の判断は美を感受できなけ
ればなされ得ない。美には様々な様相があると同
時に、崇高で深淵なる世界がある。それを感受で
きる目を養っていくことが肝要である。

（注）
１） 10 項目とは、「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道

徳性・規範意識の芽生え」「社会生活との関わり」「思
考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量
や図形、標識や文字などへの関心・感覚」「言葉によ
る伝え合い」「豊かな感性と表現」である。なお、保
育所保育指針（平成 29 年 3 月告示）では第 1 章の４
の（２）に「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
として同内容がア～コに挙げられ、幼保連携型認定
こども園教育・保育要領（平成 29 年 3 月告示）では、
第 1 章第１の３の（３）のア～コに挙げられている。
本稿では、以下、平成 29 年 3 月告示の保育所保育指
針と幼保連携型認定こども園教育・保育要領の同文
記述は省略する。

２） 小学校学習指導要領の第１章第２の４の（１）に、「低
学年における教育全体において」「幼児期の教育及び
中学年以降の教育との円滑な接続が図られるよう工
夫すること」と記される。この内容について、小学
校学習指導要領解説総則編に「本項は，幼稚園教育
要領や認定こども園教育・保育要領，保育所保育指
針（以下「幼稚園教育要領等」という。）に基づく幼
児期の教育と小学校教育の円滑な接続の重要性を示
している。」とある。

３） 新幼稚園教育要領の主な改善事項については「学校
教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに
幼稚園教育要領の全部を改正する告示，小学校学習
指導要領の全部を改正する告示及び中学校学習指導
要領の全部を改正する告示等の公示について（通知）」
の「１．改正の概要」の（４）幼稚園における主な
改善事項」に記される。

４） 藤原鶴来（1972）：和漢書道史．二玄社．「緒論」（初

版は 1927 年、1972 年に新版発行。）
５） まもなく（平成 30 年）新高等学校学習指導要領が告

示されるが、現段階では現行の高等学校学習指導要
領解説芸術（音楽・美術・工芸・書道）編 / 音楽編
/ 美術編解説（平成 21 年 7 月）から引用する。

６） 現行の高等学校学習指導要領解説芸術（音楽・美術・
工芸・書道）編 / 音楽編 / 美術編解説（平成 21 年 7 月）
の第２章第７節第 10 節の２「目標」の解説に「書写は，
正しく整えて書くことが美の一つの基本的な在り方
であるのに対して，書道は，それを基盤にしながら
も更に芸術としての多彩な美へと発展していくもの
である。」とあり、また「書写は，正しく整えて書く
ことが美の一つの基本的な在り方であるのに対して，
書道は，それを基盤にしながらも更に芸術としての
多彩な美へと発展していくものである。」との記述が
ある。さらに、「内にあるものを外に表し，外にある
ものを内に収めるという意味で，表現と鑑賞とは車
の両輪のような関係にあり，離すことのできないも
のであるとともに，それぞれの能力は相乗的に高め
られていくものである。」との記述がある。

７） 現行の高等学校学習指導要領解説芸術（音楽・美術・
工芸・書道）編 / 音楽編 / 美術編解説（平成 21 年 7
月）の第２章第７節第 10 節の２「目標」の解説に目
標は，次の三点について改善を図っている。一点目は，

「書を愛好する心」に新しくを加えた点である。「生
涯にわたり」は，従前は「書道Ⅲ」の目標にのみ示
していたが，生涯学習社会の一層の進展に対応　し
て，生涯にわたって書への永続的な愛好心をはぐく
んでいくことを重視し，「書道Ⅰ」の目標にも明記し
た。二点目は，「書の伝統と文化についての理解を深
める」ことを新たに加えた点である。従前は「書道Ⅱ」
の目標に示していたが，芸術科の目標に「芸術文化
についての理解を深め」ることを加えたことを受け，

「書道Ⅰ」の目標にも明記した。とある。
８） 巣立早希・和田圭壮（2014）：幼児期における文字指

導に関する一考察～園における実態調査に基づいて
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９）注８）に同じ。
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